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・ 契約（申し込み）年月日 
・ 販売業者名 
・ 販売業者住所 
・ 商品・サービス名 
・ 契約金額 
・ 販売担当者 
※支払済の○円を返金して 
　ください。 
上記の契約を解除します。 
○年○月○日 
　・契約者住所 
　・契約者名 

契約解除通知 記
載
例
（
は
が
き
の
場
合
） 

　
平
成
20
年
度
の
相
談
室
へ
の
相
談
件
数

は
4
5
8
件
で
、
前
年
度
に
比
べ
て
80
件

減
っ
て
い
ま
す
。
主
な
要
因
は
、
架
空
請

求
は
が
き
の
相
談
件
数
が
減
っ
た
こ
と
に

あ
り
ま
す
。
反
対
に
借
金
の
相
談
や
有
料
サ

イ
ト
を
利
用
し
た
際
の
相
談
が
増
加
傾
向

に
あ
り
ま
す
。

　
消
費
生
活
相
談
の
事
例
は
、
毎
月
、
消
費

生
活
相
談
の
ペ
ー
ジ
で
紹
介
し
て
い
ま
す

の
で
、
似
た
よ
う
な
事
例
で
困
っ
た
り
、
契

約
の
こ
と
で
不
安
を
感
じ
た
り
し
た
ら
、
一

人
で
悩
ま
ず
早
め
に
消
費
生
活
相
談
室
に

相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　
巧
み
で
強
引
な
勧
誘
に
乗
せ
ら
れ
て
、
自

分
の
意
志
が
は
っ
き
り
し
な
い
ま
ま
契
約

し
て
し
ま
っ
た
と
き
、
消
費
者
が
冷
静
に

考
え
直
し
て
契
約
の
解
除
や
申
し
込
み
の

撤
回
が
で
き
る
制
度
で
す
。

　
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
は
、
契
約
日
を
含

め
８
日
以
内
︵
マ
ル
チ
商
法
、
内
職
・
モ
ニ

タ
ー
商
法
の
場
合
は
20
日
以
内
︶
に
、
必
ず

書
面
を
特
定
記
録
郵
便
や
簡
易
書
留
に
し

て
送
付
し
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
書
面
は
コ
ピ

ー
し
て
保
管
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
利
用
し
た
場
合
は
、
ク

レ
ジ
ッ
ト
会
社
へ
も
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。

商
品
の
引
き
取
り
費
用
は
業
者
負
担
で
す
。

商
品
の
使
用
は
控
え
、
い
つ
で
も
返
品
で

き
る
よ
う
保
管
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　
毎
年
５
月
を﹁
消
費
者
月
間
﹂と
し
て
、
消
費
者
、
事
業
者
、
行
政
が
一
体
と
な
っ

て
消
費
者
問
題
に
関
す
る
啓
発
・
教
育
な
ど
の
各
種
事
業
を
全
国
で
集
中
的
に
行
な

っ
て
い
ま
す
。
市
で
は
記
念
講
演
会
や
出
前
講
座
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
市
の
消
費
生
活
相
談
室
で
は
、
専
門
の
相
談
員
が
消
費
生
活
の
問
い
合
わ
せ
や
相

談
を
受
け
、
あ
っ
せ
ん
や
助
言
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。

　昨年度から毎月各地域で、巡回相談を

行なっています。

●本郷地域　毎月第２金曜日 14時〜16時

　本郷支所

●久井地域　毎月第３金曜日 14時〜16時

　久井保健福祉センターまたは久井支所

●大和地域　毎月第４金曜日 10時〜12時

　大和保健福祉センター

　多重債務や悪質商法に関係する

内容を中心に、消費者の立場として

の心構えや知識の習得のために講

演会を開催します。
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消費者月間記念講演会
消費者新時代  消費者が主役消費者新時代  消費者が主役

ところ　ペアシティ三原西館２階　

　　　　大会議室

講　師　広島司法書士会の司法書士

定　員　70人(当日先着順)

+
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26火 日 
13：30～１5：00

入場無料

消費生活巡回相談

※詳しくは、消費生活相談のページに掲載しています。
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5月は消費者月間です 

平成20年度の相談内容の内訳
その他  6％

土地・建物  4％

はがきによる架空請求  4％

文具・資格教材  4％

リース・賃借  3％

理美容サービス  3％

自動車  2％
教室・資格講座  3％

その他のサービス  2％
被服品  1％

工事・建築  1％
相続・個人間の貸し借りなど  6％

相談件数

458件

家具・寝具  4％ 健康関連
食品・器具  9％

借金・ローン
　　28％

インターネット・
メール  20％
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